二重契約防止に関する誓約書

本誓約書は、●●（以下「誓約者」という。）が、●●株式会社（以下「相手方」という。）との間で締結する契約に関連し、取引の安全性確保およびトラブル防止の観点から、以下の事項について誓約するものである。

第1条（目的）
本誓約書は、誓約者が相手方との取引遂行にあたり、同一案件に関して複数の事業者と重複して契約を締結し、又は締結する意思表示をすること（以下「二重契約」という。）を禁止し、これにより発生し得る紛争・損害を未然に防止することを目的とする。

第2条（定義）
本誓約書において「二重契約」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1　同一の業務、案件、取引内容について、相手方以外の事業者と契約を締結すること。
2　相手方との契約締結済み又は協議中の事項について、相手方の事前承諾なく、第三者と契約締結の申込みをすること。
3　相手方との契約と矛盾又は抵触する内容を含む契約を、第三者と締結すること。
4　その他、合理的にみて二重契約と評価される一切の行為。

第3条（誓約内容）
誓約者は、相手方との契約関係の期間中、以下を遵守するものとする。
1　二重契約を行わないこと。
2　第三者から同一案件について取引を求められた場合には、相手方へ速やかに報告すること。
3　案件の性質上、複数の事業者との同時契約が必要となる場合には、事前に相手方の書面又は電磁的方法による承諾を得ること。
4　相手方との契約内容と矛盾しないよう、第三者との契約および交渉を適切に管理すること。

第4条（情報提供義務）
誓約者は、相手方から合理的な範囲で求めがあった場合、次の事項を速やかに提供する。
1　当該案件について第三者と契約しているか否かに関する情報
2　第三者との契約内容または交渉状況（必要な範囲に限る）
3　二重契約の疑いが生じた場合の説明資料

第5条（協議義務）
誓約者は、二重契約に該当するおそれがある場合、又はその疑いを相手方から指摘された場合、速やかに相手方と協議し、事実関係の解明および適切な調整に誠実に応じるものとする。

第6条（禁止行為）
誓約者は、次の行為を行ってはならない。
1　二重契約の事実を故意に隠蔽する行為
2　第三者との契約交渉において、相手方との契約を誤認させる行為
3　相手方の正当な情報提供要求を拒否する行為
4　本誓約書に反するその他一切の行為

第7条（損害賠償）
1　誓約者が本誓約書に違反し、相手方に損害が生じた場合、誓約者は相手方が被った通常損害および特別損害（相手方が支払った弁護士費用を含む。）を賠償する。
2　二重契約により相手方が取引上の信用低下、案件喪失、その他経済的不利益を受けた場合も同様とする。

第8条（契約解除）
相手方は、誓約者が本誓約書に違反した場合、相手方の判断により、誓約者との契約を何らの催告なく解除することができる。

第9条（有効期間）
本誓約書は、相手方との契約期間中および契約終了後●年間にわたり効力を有する。
※必要に応じて期間は自由に設定可能。

第10条（準拠法および管轄）
本誓約書に関する準拠法は日本法とし、本誓約書に関して紛争が生じた場合には、相手方の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条（その他）
1　本誓約書に定めのない事項について疑義が生じた場合、誓約者および相手方は誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
2　本誓約書は、相手方の求めに応じ、書面または電磁的方法により変更・追加することができる。

本誓約書締結の証
本書を2通作成し、誓約者・相手方が署名又は記名押印の上、各1通を保有する。

●●年●月●日

誓約者
住所：
氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
署名：

相手方
●●株式会社
住所：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　
署名：

